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○
農
林
水
産
省
告
示
第
百
九
十
一
号

特
定
農
林
水
産
物
等
の
名
称
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
八
十
四
号
）
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日
農
林
水
産
省
告
示
第
千
三
百
九
十
五
号
（
特
定
農
林
水
産
物
等
の
名
称
の
保
護
に
関
す
る

法
律
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
農
林
水
産
物
等
の
区
分
等
を
定
め
る
件
）
の
全
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
三
十
一
年
一
月
三
十
一
日

農
林
水
産
大
臣

川

貴
盛

特
定
農
林
水
産
物
等
の
名
称
の
保
護
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
二
項
の
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
農
林
水
産
物
等
の
区
分

は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
と
し
、
各
区
分
に
属
す
る
農
林
水
産
物
等
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
農
林
水
産
物
等
と

す
る
。

な
お
、
農
林
水
産
物
等
の
香
り
、
味
又
は
色
合
い
を
擬
似
的
に
付
す
る
用
途
で
使
用
さ
れ
る
物
質
で
あ
っ
て
、
当
該
物
質
を

使
用
し
た
農
林
水
産
物
等
又
は
そ
の
包
装
等
に
特
定
農
林
水
産
物
等
に
係
る
地
理
的
表
示
又
は
類
似
等
表
示
を
使
用
す
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
当
該
物
質
は
、
当
該
特
定
農
林
水
産
物
等
が
属
す
る
農
林
水
産
物
等
の
区
分
と
同
一
の
区
分
に
属
す
る
も
の
と

み
な
す
。
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農
林
水
産
物
等
の
区
分

区
分
に
属
す
る
農
林
水
産
物
等

第
一
類

農
産
物
類

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一

穀
物
類
（
米
穀
（
玄
米
、
精
米
）
、
麦
類
（
精
麦
を
含
む
。
）
、

雑
穀
、
豆
類
、
そ
の
他
穀
物
類
）

二

野
菜
類
（
き
の
こ
類
及
び
山
菜
類
を
含
む
。
）

三

果
実
類

四

糖
料
作
物
、
未
加
工
飲
料
作
物
（
茶
葉
及
び
コ
ー
ヒ
ー
豆
（
生

の
も
の
に
限
る
。
）
を
含
む
。
）
、
香
辛
料
原
料
作
物
、
油
脂
用
の

種
実
・
堅
果
・
種
核
等
、
香
料
用
作
物

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
農
産
物
類
（
食
用
に
供
さ
れ
な

い
も
の
を
除
く
。
）

第
二
類

生
鮮
肉
類

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
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い
て
、
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
及
び
第
七
号
に
該
当
す
る
も
の
に

あ
っ
て
は
、
枝
肉
、
枝
肉
を
分
割
若
し
く
は
整
形
し
た
部
位
又
は
そ

れ
に
類
す
る
部
位
の
肉
と
す
る
。

一

牛
肉

二

豚
肉
及
び
い
の
し
し
肉

三

馬
肉

四

め
ん
羊
肉

五

山
羊
肉

六

家
き
ん
肉
（
鶏
肉
、
七
面
鳥
の
肉
、
そ
の
他
家
き
ん
肉
（
こ
れ

ら
の
内
臓
肉
、
か
わ
、
が
ら
及
び
な
ん
こ
つ
を
含
む
。
）
）

七

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
生
鮮
肉
類

第
三
類

そ
の
他
畜
産
物
類

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一

乳
類
（
生
乳
、
牛
乳
（
低
脂
肪
牛
乳
及
び
無
脂
肪
牛
乳
を
含
む
。
）
、
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生
山
羊
乳
、
殺
菌
山
羊
乳
、
そ
の
他
乳
類
）

二

食
用
鳥
卵
類
（
鶏
卵
、
あ
ひ
る
の
卵
、
う
ず
ら
の
卵
、
そ
の
他

食
用
鳥
卵
類
）

三

内
臓
肉
（
家
き
ん
肉
の
内
臓
肉
を
除
く
。
）

四

前
類
及
び
前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
畜
産
物
類
等

第
四
類

水
産
物
類

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一

魚
類
（
生
の
魚
卵
を
含
む
。
）

二

貝
類

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
水
産
動
物
類
（
い
か
類
、
た
こ

類
、
え
び
類
、
か
に
類
、
う
に
・
な
ま
こ
類
、
そ
の
他
水
産
動
物

類
）

四

海
藻
類

第
五
類

農
産
加
工
品
類

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。
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一

粉
類
（
米
粉
、
小
麦
粉
、
雑
穀
粉
、
豆
粉
（
第
三
号
に
掲
げ
る

も
の
を
除
く
。
）
、
い
も
粉
、
こ
ん
に
ゃ
く
粉
、
で
ん
粉
、
そ
の

他
粉
類
）

二

穀
物
類
加
工
品
類
（
め
ん
類
、
米
加
工
品
（
米
菓
を
除
く
。
）
、

そ
の
他
穀
物
類
加
工
品
類
（
精
麦
、
パ
ン
類
及
び
パ
ン
粉
を
除
く
。
）
）

三

豆
類
調
製
品
類
（
豆
腐
、
納
豆
、
き
な
こ
、
ピ
ー
ナ
ツ
製
品
、

い
り
豆
類
、
そ
の
他
豆
類
調
製
品
類
（
豆
乳
及
び
落
花
生
油
を
除

く
。
）
）

四

野
菜
加
工
品
類
（
野
菜
缶
及
び
瓶
詰
、
野
菜
漬
物
、
乾
燥
野
菜
、

野
菜
つ
く
だ
煮
、
そ
の
他
野
菜
加
工
品
類
）

五

果
実
加
工
品
類
（
果
実
缶
及
び
瓶
詰
、
果
実
飲
料
原
料
、
ジ
ャ

ム
、
マ
ー
マ
レ
ー
ド
、
果
実
漬
物
、
乾
燥
果
実
、
そ
の
他
果
実
加

工
品
類
）
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六

酒
類
以
外
の
飲
料
等
類
（
清
涼
飲
料
（
果
実
飲
料
、
コ
ー
ヒ
ー

飲
料
、
茶
系
飲
料
及
び
豆
乳
を
含
む
。
）
、
粉
末
飲
料
等
（
茶
葉

及
び
コ
ー
ヒ
ー
豆
（
こ
れ
ら
の
生
の
も
の
を
除
く
。
）
、
コ
コ
ア

粉
等
）
、
そ
の
他
飲
料
等
類
（
第
三
類
に
属
す
る
も
の
及
び
次
類

に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
）

七

こ
ん
に
ゃ
く

八

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
農
産
加
工
品
類
（
カ
カ
オ
脂
を

除
く
。
）

第
六
類

畜
産
加
工
品
類

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一

食
肉
製
品
類
（
加
工
食
肉
製
品
（
ハ
ム
類
、
ソ
ー
セ
ー
ジ
類
、

ベ
ー
コ
ン
）
、
鳥
獣
肉
の
缶
及
び
瓶
詰
、
そ
の
他
食
肉
製
品
類
）

二

酪
農
製
品
類
（
液
状
の
ミ
ル
ク
及
び
ク
リ
ー
ム
（
加
工
乳
、
乳

飲
料
を
含
み
、
第
三
類
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
、
練
乳
、
濃
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縮
乳
、
粉
乳
、
発
酵
乳
、
乳
酸
菌
飲
料
、
牛
乳
・
乳
製
品
か
ら
造

ら
れ
た
酸
性
飲
料
、
チ
ー
ズ
、
カ
ー
ド
、
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
類
、

そ
の
他
酪
農
製
品
類
（
バ
タ
ー
を
除
く
。
）
）

三

加
工
卵
製
品
類
（
粉
末
鶏
卵
、
マ
ヨ
ネ
ー
ズ
、
そ
の
他
加
工
卵

製
品
類
）

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
畜
産
加
工
品
類

第
七
類

水
産
加
工
品
類

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一

加
工
魚
介
類
（
魚
醤
油
は
除
く
。
）

二

加
工
海
藻
類

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
水
産
加
工
品
類

第
八
類

調
味
料
類

食
塩
、
み
そ
、
し
ょ
う
ゆ
（
魚
醤
油
を
含
む
。
）
、
ソ
ー
ス
（
マ
ヨ

ネ
ー
ズ
を
除
く
。
）
、
食
酢
、
ケ
チ
ャ
ッ
プ
、
砂
糖
類
（
砂
糖
、
糖

蜜
、
糖
類
）
、
香
辛
料
、
は
ち
み
つ
、
そ
の
他
調
味
料
類
と
す
る
。
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第
九
類

食
用
油
脂
類

食
用
植
物
油
脂
（
落
花
生
油
、
カ
カ
オ
脂
を
含
む
。
）
、
食
用
動
物

油
脂
（
バ
タ
ー
を
含
む
。
）
、
食
用
加
工
油
脂
、
そ
の
他
食
用
油
脂

類
と
す
る
。

第
十
類

パ
ン
類
及
び
菓
子
類

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一

パ
ン
類
（
イ
ー
ス
ト
ド
ー
ナ
ッ
ツ
及
び
パ
ン
粉
を
含
む
。
）

二

菓
子
類
（
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
類
を
除
く
。
）

第
十
一
類

そ
の
他
食
品
類

前
各
類
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
食
品
と
す
る
。

第
十
二
類

観
賞
用
の
植
物
類

鉢
物
、
切
花
及
び
切
枝
、
花
木
、
そ
の
他
観
賞
用
の
植
物
類
と
す

る
。

第
十
三
類

工
芸
農
作
物
類

染
料
用
作
物
、
繊
維
用
作
物
（
じ
ん
ぴ
繊
維
用
作
物
、
製
紙
じ
ん

ぴ
繊
維
用
作
物
、
雑
繊
維
用
作
物
）
、
葉
た
ば
こ
、
そ
の
他
工
芸
農

作
物
類
（
第
一
類
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
と
す
る
。

第
十
四
類

立
木
竹
並
び
に
木
材
及
び
竹
材
類

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。
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一

立
木
、
立
竹

二

丸
太
、
そ
ま
角
、
そ
の
他
木
材
の
素
材
、
木
材
の
製
材
、
木
材

の
単
板
、
木
材
の
合
板
、
改
良
木
材
、
集
成
材
、
積
層
材
、
パ
ー

テ
ィ
ク
ル
ボ
ー
ド

三

竹
材
の
素
材
、
竹
材
の
基
礎
資
材

四

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
木
材
及
び
竹
材
類

第
十
五
類

観
賞
用
の
魚
類

金
魚
、
錦
鯉
、
熱
帯
魚
、
そ
の
他
観
賞
用
の
魚
類
と
す
る
。

第
十
六
類

真
珠
類

真
珠
と
す
る
。

第
十
七
類

飼
料
類

植
物
性
製
造
飼
料
、
動
物
性
製
造
飼
料
、
そ
の
他
飼
料
類
と
す
る
。

第
十
八
類

漆
類

生
漆
、
精
製
漆
、
そ
の
他
漆
類
と
す
る
。

第
十
九
類

精
油
類

ジ
ャ
ス
ミ
ン
油
、
は
っ
か
油
、
ユ
ー
カ
リ
油
、
オ
レ
ン
ジ
油
、
ベ
ル

ガ
モ
ッ
ト
油
、
レ
モ
ン
油
、
バ
ニ
ラ
油
、
シ
ナ
モ
ン
油
、
ひ
の
き

油
、
ベ
チ
バ
ー
油
、
ラ
ベ
ン
ダ
ー
油
、
ロ
ー
ズ
マ
リ
ー
油
、
そ
の
他



- 10 -

精
油
類
と
す
る
。

第
二
十
類

木
炭
類

白
炭
、
黒
炭
、
粉
炭
、
そ
の
他
木
炭
類
と
す
る
。

第
二
十
一
類

畳
表
類

い
ぐ
さ
畳
表
及
び
七
島
い
畳
表
と
す
る
。

第
二
十
二
類

生
糸
類

家
蚕
の
生
糸
及
び
野
蚕
の
生
糸
と
す
る
。

附

則

第
一
条

こ
の
告
示
は
、
平
成
三
十
一
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

第
二
条

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
前
の
平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日
農
林
水
産
省
告
示
第
千
三
百
九
十
五
号
に
規
定
す
る
次

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
農
林
水
産
物
等
の
区
分
は
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日

農
林
水
産
省
告
示
第
千
三
百
九
十
五
号
に
規
定
す
る
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
農
林
水
産
物
等
の
区
分
と
み
な
す
。

改
正
前
の
農
林
水
産
物
等
の
区
分

改
正
後
の
農
林
水
産
物
等
の
区
分

第
一
類

第
一
類

第
二
類
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第
三
類

第
四
類
（
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
、
第
六
号
及
び
食
用
に
供
さ
れ

る
第
十
号
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）

第
十
五
類
（
精
麦
に
限
る
。
）

第
六
類
（
家
き
ん
肉
の
内
臓
肉
、
か
わ
、
が
ら
及
び
な
ん
こ
つ
以
外

第
二
類

の
第
七
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

第
五
類

第
三
類

第
六
類
（
家
き
ん
肉
の
内
臓
肉
、
か
わ
、
が
ら
及
び
な
ん
こ
つ
以
外

の
第
七
号
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）

第
七
類

第
八
類

第
九
類

第
二
十
一
類
（
牛
乳
及
び
脱
脂
乳
に
限
る
。
）
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第
十
類

第
四
類

第
十
一
類

第
十
二
類

第
十
三
類

第
十
四
類

第
五
類

第
十
五
類
（
精
麦
、
パ
ン
類
及
び
パ
ン
粉
を
除
く
。
）

第
十
六
類

第
十
七
類

第
十
八
類

第
十
九
類
（
糖
蜜
及
び
カ
カ
オ
脂
を
除
く
。
）

第
二
十
九
類
（
農
産
物
の
調
理
食
品
に
限
る
。
）

第
三
十
二
類
（
飲
料
水
、
氷
、
牛
乳
・
乳
製
品
か
ら
造
ら
れ
た
酸
性

飲
料
を
除
く
。
）
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第
二
十
類

第
六
類

第
二
十
一
類
（
牛
乳
、
脱
脂
乳
、
バ
タ
ー
及
び
調
製
バ
タ
ー
を
除
く
。
）

第
二
十
二
類

第
二
十
三
類

第
二
十
七
類
（
マ
ヨ
ネ
ー
ズ
に
限
る
。
）

第
二
十
九
類
（
畜
産
物
の
調
理
食
品
に
限
る
。
）

第
三
十
二
類
（
牛
乳
・
乳
製
品
か
ら
造
ら
れ
た
酸
性
飲
料
に
限
る
。
）

第
二
十
四
類

第
七
類

第
二
十
五
類

第
二
十
六
類

第
二
十
九
類
（
水
産
物
の
調
理
食
品
に
限
る
。
）

第
十
九
類
（
糖
蜜
に
限
る
。
）

第
八
類

第
二
十
七
類
（
マ
ヨ
ネ
ー
ズ
及
び
ス
ー
プ
を
除
く
。
）
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第
十
九
類
（
カ
カ
オ
脂
に
限
る
。
）

第
九
類

第
二
十
一
類
（
バ
タ
ー
及
び
調
製
バ
タ
ー
に
限
る
。
）

第
二
十
八
類

第
十
五
類
（
パ
ン
類
及
び
パ
ン
粉
に
限
る
。
）

第
十
類

第
三
十
類

第
二
十
七
類
（
ス
ー
プ
に
限
る
。
）

第
十
一
類

第
二
十
九
類
（
農
産
物
の
調
理
食
品
、
畜
産
物
の
調
理
食
品
及
び
水

産
物
の
調
理
食
品
を
除
く
。
）

第
三
十
一
類

第
三
十
二
類
（
飲
料
水
及
び
氷
に
限
る
。
）

第
三
十
三
類

第
十
二
類

第
四
類
（
第
五
号
、
第
七
号
か
ら
第
九
号
ま
で
及
び
食
用
に
供
さ
れ

第
十
三
類

な
い
第
十
号
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）
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第
三
十
四
類

第
十
四
類

第
三
十
五
類

第
十
五
類

第
三
十
六
類

第
十
六
類

第
三
十
七
類

第
十
七
類

第
三
十
八
類

第
十
八
類

第
三
十
九
類

第
十
九
類

第
四
十
類

第
二
十
類

第
四
十
一
類

第
二
十
一
類

第
四
十
二
類

第
二
十
二
類


